
令和６年度

大府市子ども会補助金等申請手続き

説明資料

大府市子ども会連絡協議会



①手書きの場合は、黒のボールペンを使用してください。フリクション

ボールペンは使用不可です。

②すべて日付は記入しないでください。

③押印の必要はありません。

注意事項について



提出書類一覧

①令和５年度単位子ども会事業報告書（様式１） ※現世話人代表が作成

②令和６年度単位子ども会事業計画書（様式２） ※新世話人代表が作成

③令和６年度会員名簿（兼ＢＦＣ名簿） ※新世話人代表が作成

④全国子ども会安全共済会加入申込書・名簿 ※新世話人代表が作成

⑤全国子ども会安全共済会年間行事計画書 ※新世話人代表が作成

書類は、大府市のウェブサイトからダウンロードできます。

【 https://www.city.obu.aichi.jp/kosodate/kosodateshien/1
028932/1029181】

市ウェブサイト＞子育て・教育＞こども・子育て支援＞子ども会＞大府市子ども会連絡協議会 ※上記QRコードから
様式掲載ページへアクセスできます



スケジュール

①３月末を目途に、学区子ども会で単位子ども会の関係書類及び市子連

会費（60円×会員数）・安全共済会費（120円×申込者数）を回収

②４月13日(土)の市子連新旧幹事会で、単位子ども会の関係書類及び市子

連会費・安全共済会費を事務局へ提出

③事務局が書類の記載内容を確認し、４月末に市補助金を一括申請。

④５月中旬に、市補助金を市子連へ一括交付

⑤５月下旬に、市子連が学区子ども会へ市補助金を振込（または手渡し）。

⑥６月に、学区子ども会が単位子ども会へ市補助金を振込（または手渡し）。



市補助金の考え方について①
単位子ども会には、市から『（会員数×450円）＋10,500円』の市補

助金が交付されます。市補助金は、税金なので適切に使用してください。

①市補助金で使用できる経費は次の内容です。

消耗品費（紙、封筒、文具、食材、3万円未満の備品）、記念品（参加賞・賞品

など）、会場使用料、講師料、業務委託費（託児、音響など業者へ依頼するもの）、

手数料、通信費（切手代など）、修繕費（子ども会旗、ユニホームの修繕など）、

交通費（バス・電車代など）、※ゲーム代（ボウリングなど。市補助金の金額に

到達しない場合に限り、不足分を計上可能）です。

②市補助金が使用できない経費は次の内容です。

上記以外の、人件費、金券、交際費・懇親費、リース料、３万円以上の備品など



市補助金の考え方について②

③市補助金の積算について
市補助金は、紙、文具などの消耗品購入費、会場使用料、講師料、記念
品購入費などの「市補助金で使用できる経費」を合計し、市補助金の金
額と同額分を計上します。積算した結果、市補助金の金額に到達しない
場合に限り、不足分をゲーム代（ボウリングなど）で計上可能です。
お茶代、食事代は市補助金で計上できませんのでご注意ください。

④書類などの保管について
市の監査により、市補助金の使用状況を確認する場合があります。
５年間は、書類、レシートを保管してください。また、紛失や不正が
ないようにご注意ください。



①令和５年度単位子ども会事業報告書①



②令和５年度単位子ども会事業報告書②



②令和５年度単位子ども会事業報告書③



③令和６年度単位子ども会事業計画書①



③令和６年度単位子ども会事業計画書②



④令和６年度会員名簿（兼ＢＦＣ名簿）



⑤全国子ども会安全共済会加入申込書①



⑤全国子ども会安全共済会加入申込書②



⑥全国子ども会安全共済会加入者名簿



⑦全国子ども会
安全共済会
年間行事計画書



《参考》子ども会規約



１ 活動中に子どもが怪我などをしたら…
ア 怪我の症状の程度に応じて応急処置・健康保全のため適切に処置してください。

※大きな怪我の場合、記録を残しておくと良いでしょう。

イ 消防署・警察署への通報が必要な時
「いつ・どこで・だれが・どうしたか」を報告し、「今しなければならない
ことは何か」指示を受けてください。

ウ 病院などへの対応
怪我の状況に応じて適切な病院を選んでください。
※日曜日、祭日などは開いている病院を調べておくと良いでしょう。

エ 利用施設などへの対応
施設の管理者に対して、事故災害の状況を報告してください。

子ども会活動中の怪我などの対応①



子ども会活動中の怪我などの対応②

事務局へ怪我の状況などを報告し、請求手続きを進める

学区長にも報告してください

各学区長 市子連事務局

２ 事故の報告

共済金を請求するので、怪我の発生後は速やかに報告を
お願いします。

単位子ども会
世話人



書類作成でわからないことや確認があれば…

大府市子ども会連絡協議会事務局

（大府市子ども未来課子ども支援係内

※R６～「こども若者女性課こども支援係」へ名称が変更します）

〒474-0025 大府市中央町五丁目70番地

℡：0562-45-6229 Fax：0562-47-2888

E-mail：kodomo@city.obu.lg.jp

月曜日～金曜日（土日祝日は閉庁日）午前８時３０分～午後５時１５分

お気軽にご相談ください！



安心・安全な子ども会運営に向けて

皆様のご協力をよろしく
お願いいたします！

大府市子ども会連絡協議会


